
平成 19(行ケ)10163 号 審決取消請求事件 

判決言渡：平成 20 年 05 月 28 日（知的財産高等裁判所） 

原告：三星エスディアイ㈱ 

被告：特許庁長官 

 

【主文】 

 特許庁が訂正2006-39153号事件について平成19年2月16日にした審決を取り消す。 

 

【争点】 

① 審決が、各訂正事項を不可分一体なものであることを前提として一部の請求項のみ

についてしか判断しなかったことが適法か 

② 訂正審判請求における手続補正において請求項を削除する補正を許さないのは適法

か 

③ 訂正発明が先願発明と同一か（特許法 29条の 2）1 

 

【事案の概要】 

・ 原告は特許第 3206646 号（本件特許）の特許権者（NEC より譲受） 

・ 異議申立（審判 2002-70587：全部申立）⇒特許取消決定（本件取消決定） 

・ 異議決定取消訴訟提起（H18(行ｹ)10275) 

・ 訂正審判請求（本件訂正審判請求）⇒請求不成立審決 

 

・ 審決取消訴訟提起（本件） 

 

【本件訂正審判での訂正事項および補正事項】 

・ 訂正事項はａ～ｊの計１０事項、補正事項はア～キの計７事項であって、このうち、

                                                   

1  技術的な論点であるので、この場では当該論点については触れない。 



補正事項アは請求項３の削除、補正事項イは請求項５の削除、補正事項ウは請求項

７の削除である。 

 

 

 

【裁判所の判断】 

（１）取消事由１（請求項ごとに訂正の許否を判断しなかった違法）および取消事由２

（請求項を削除する補正を許さない違法）： 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

（２）取消事由３（訂正発明３・５・７の独立特許要件についての認定・判断の誤り）： 

「原告主張の取消事由３には理由がない。」 

 

以上 

弁理士 片山 健一 



昭和 55 年最高裁判決： 

 



平成 14 年東京高裁判決（抜粋）： 

 

（途中省略） 

 

 
（途中省略） 

 

 

 


